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厚生労働省 奈良労働局 発表 
平成２９年５月１５日 

 

        

  

 
 
 

登録教習機関に対する行政処分について 

 

 

厚生労働省奈良労働局（局長 伊達浩二）は、平成２９年５月１５日、労働安全衛生法

に基づく登録教習機関である奈良県森林組合連合会（会長 山本陽一）及び林業・木材製

造業労働災害防止協会（会長 吉条良明）に対し、下記のとおり、労働安全衛生法に基づ

く行政処分を行った。 

 

記 

 

 

１ 奈良県森林組合連合会に対する行政処分 

（１）処分の対象者 

    奈良県森林組合連合会（以下、「県森連」と表現する） 

      代表者職氏名  代表理事会長 山本陽一 

      本店所在地  奈良県奈良市内侍原町６番地の１ 

      奈良県林業機械化推進センター  奈良県吉野郡吉野町香束１３２０番地 

      登 録 番 号  奈良労働局長登録教習機関第１２号 

 

（２）処分の内容 

労働安全衛生法に基づき登録を受けた８種類（※）の全ての技能講習の業務に

ついて、登録を取り消す。 

※ 登録当初は９種類であったが、法改正により一部の技能講習が統合された

ため、現在は８種類になっている。８種類の具体的な内容は次のとおり。 

 

      
 

担当 

奈良労働局 労働基準部 健康安全課 
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ア 小型移動式クレーン運転技能講習 

イ はい作業主任者技能講習 

ウ フォークリフト運転技能講習 

エ 車両系建設機械（整地、運搬、積込み用及び掘削用）運転技能講習 

オ 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 

（平成１８年４月に「地山の掘削作業主任者技能講習」と「土止め支保工作

業主任者技能講習」が統合されたもの 

カ 不整地運搬車運転技能講習 

キ 玉掛け技能講習 

ク 車両系建設機械（解体用）運転技能講習 

 

（３）処分を行った日 

   平成２９年５月１５日 

 

（４）根拠となる法令の条項 

労働安全衛生法第７７条第３項において準用する同法第５３条第１項第１号

及び第２号 

 

（５）処分の原因となった事実 

① 県森連では、労働安全衛生法第７７条第７項の規定に反し、平成１５年９月１０

日から平成２３年７月８日にかけて、６種類（※）の技能講習において、延べ１４

名の自社職員に対し、技能講習を実施することなく（技能講習を受講せず、修了試

験も受けることなく）不正に技能講習修了証を発行したこと。 

※ 不正が行われた技能講習は、次の６種類である。なお、カッコ内の数字は、

不正に修了証が発行された県森連の職員の延べ人数を表す。 

ア 小型移動式クレーン運転技能講習〔２名〕 

イ はい作業主任者技能講習〔２名〕 

ウ フォークリフト運転技能講習〔１名〕 

エ 車両系建設機械（整地、運搬、積込み用及び掘削用）運転技能講習〔２名〕 

オ 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習〔６名〕 

（内訳は、地山掘削作業主任者３名、土止め支保工作業主任者３名） 

カ 不整地運搬車運転技能講習〔１名〕 

 

② 前記①の事実に伴い、労働安全衛生第７７条第３項において準用する同法第４６

条第２項第３号に定める欠格事由に該当すること。 
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（６）処分の理由 

前記（５）の事実により、労働安全衛生法第７７条第３項において準用する同

法第５３条第１項第１号及び第２号に該当すること。 

 

（７）その他 

     処分の原因となった事実及び処分理由は前記（５）（６）のとおりであるが、

県森連が行った次の行為により、労働安全衛生法第７７条第７項の規定に違反し

た事実も認められた。 

（事実） 平成２２年１０月４日から同月７日にかけて奈良県森林組合連合会が

実施したフォークリフト運転技能講習について、所定の基準に適合しな

い講師によって技能講習を実施したことにより、実技講習において、受

講者１２名に対してフォークリフト運転技能講習規程第２条に定める所

定の講習時間が２４時間不足したこと。 

 

 

 

２ 林業・木材製造業労働災害防止協会奈良県支部に対する行政処分 

（１）処分の対象者 

林業・木材製造業労働災害防止協会（以下、「林材防」と表現する） 

  代表者職氏名  会長 吉条良明 

      本店所在地  東京都港区芝５丁目３５番２号 

      登 録 番 号  奈良労働局長 登録教習機関第３号 

 奈良県支部  支部長 甲村 侑男 

       事務所 奈良県橿原市内膳町５丁目５番９号 

 

（２）処分の内容 

労働安全衛生法に基づき奈良労働局において登録を受けたフォークリフト運

転技能講習の業務を、平成２９年５月１５日から平成２９年１１月１４日までの

６か月間、停止すること。 

 

（３）処分を行った日 

平成２９年５月１５日 
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（４）根拠となる法令の条項 

労働安全衛生法第７７条第３項において準用する同法第５３条第１項第２号 

 

（５）処分の原因となった事実 

林材防奈良県支部が行った次の行為により、労働安全衛生法第７７条第７項の

規定に違反したこと。 

（事実） 平成２２年１０月４日から同月７日にかけて林材防奈良県支部が実施

したフォークリフト運転技能講習について、所定の基準に適合しない講

師によって技能講習を実施したことにより、実技講習において、受講者

８名に対してフォークリフト運転技能講習規程第２条に定める所定の講

習時間が２４時間不足したこと。 

 

（６）処分の理由 

前記（５）の事実により、労働安全衛生法第７７条第３項において準用する同

法第５３条第１項第２号に該当すること。 
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【 参考事項（制度の説明） 】 

 

（１）労働安全衛生法の資格制度（免許、技能講習など） 

危険な業務から生じる労働災害を防止するため、労働安全衛生法では、一定の危

険有害業務に従事する者又は危険有害業務の責任者について、その内容に応じて、

免許を取得した者に従事させる（指揮させる）、又は、技能講習を修了した者に従

事させる（指揮させる）ことを義務付けている。 

これら免許や技能講習修了証を有さずに作業すれば、「無資格作業」となり、そ

の作業を指示した事業者は法律違反の責任を問われる。 

 

免  許（労働安全衛生法第７２条） 

        

技能講習（労働安全衛生法第７６条）  ← 本件不正の部分 

 

（２）登録教習機関 

技能講習を実施する団体、個人（教習機関）は、都道府県労働局長に対し、実施

しようとする技能講習ごとに申請し、登録することになっている（労働安全衛生法

第７７条）。この教習機関のことを「登録教習機関」という。 

また、登録教習機関において技能講習の講師になるためには、講習科目ごとに、

決められた学歴・資格・実務経験等の要件が必要となっている（講師要件）。 

 

（３）技能講習 

  ① 技能講習については、告示による技能講習規程が定められており、受講資格、講

師要件、講習科目、講習時間等が決められている（労働安全衛生法第７６条）。 

    なお、講習科目には学科と実技があるが、その内容や実技の有無は技能講習の種

類により異なる。 

② 講師要件を満たした講師により、必要な講習科目、講習時間数を修了し、修了試

験に合格したら、受講生には「技能講習修了証」が交付される。 

  ③ 登録教習機関が不適切に技能講習を行い、修了証を交付した場合、 

例えば ・ 講師要件を満たさない不適格な講師による講習 

・ 講習において法定の科目を実施していない 

・ 講習時間が法定の時間数を満たしていない 

・ 修了試験に合格していないのに合格したものと扱う  など 

都道府県労働局長は登録教習機関に対し、登録取消し等の行政処分を科す。 

④ 不適切に交付された技能講習修了証は無効となり、回収することになる。 
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ただし、受講生の不利益を回避するため、補講を行い、補講を終えれば、当初に

交付された技能講習修了証は有効とされる。 

 

 

（４）参照条文 

 

 

労働安全衛生法 

 

（登録製造時等検査機関の登録） 

第４６条 

第１項 （略） 

第２項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 

  一 （略） 

  二 第５３条第１項又は第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から

起算して２年を経過しない者 

  三 法人で、その業務を行う役員のうちに前２号のいずれかに該当する者があるもの 

第３項、第４項 （略） 

 

（登録の取消し等） 

第５３条 

第１項 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関（外国登録製造時等検査機関を除く。）

が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消し、又は６月

を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

  一 第４６条第２項第１号又は第３号に該当するに至ったとき。 

  二 第４７条から第４９条まで、第５０条第１項若しくは第４項又は第１０３条第２

項の規程に違反したとき。 

  三～六 （略） 

第２項、第３項 （略） 

 

（登録教習機関） 

第７７条 

第１項 第１４条、第６１条第１項又は第７５条第３項の規定による登録（以下この条に

おいて「登録」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令
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で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 

第２項 （略） 

第３項 第４６条第２項及び第４項の規定は第1項の登録について、･･･（中略）･･･第５

３条第１項（第４号を除く。以下この項において同じ。）･･･（中略）･･･の規定は

第１項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者（以下「登録教習機関」という。）

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

 

（上欄） （中欄） （下欄） 

第５３条第１項 厚生労働大臣 都道府県労働局長 

 製造時等検査 

第１４条若しくは第６１条

第１項の技能講習若しくは

第７５条第３項の教習 

第５３条第１項第２号 

第４７条から第４９条まで、

第５０条第１項若しくは第

４項 

第４７条の２から第４９条

まで、第５０条第１項若しく

は第４項、第７７条第６項若

しくは第７項 

 

第４項～第６項 （略） 

第７項 

  登録教習機関は、公正に、かつ、第７５条第５項又は前条第３項の規定に従って技能

講習又は教習を行わなければならない。 

 

 

 

フォークリフト運転技能講習規程 

 

(講習科目の範囲及び時間) 

第２条 

第１項 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、

同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要

な教材を用いて行うものとする。 
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（上欄） （中欄） （下欄） 

講習科目 範囲 講習時間 

走行に関する装置

の構造及び取扱い

の方法に関する知

識 

フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装

置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、

警報装置その他のフオークリフトの走行に関する

附属装置の構造及び取扱いの方法 

４時間 

荷役に関する装置

の構造及び取扱い

の方法に関する知

識 

フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含

む。)、ヘツドガード及びバツクレスト並びにラム、

バケツトその他のフオークリフトの荷役に関する

附属装置の構造及び取扱いの方法 

４時間 

運転に必要な力学

に関する知識 

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重

心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料

の強さ 

２時間 

関係法令 

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和４７

年政令第３１８号)及び労働安全衛生規則中の関

係条項 

１時間 

 

第２項 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、

同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうもの

とする。 

（上欄） （中欄） （下欄） 

講習科目 範囲 講習時間 

走行の操作 
基本操作 定められたコースによる基本走行及び

応用走行 
２０時間 

荷役の操作 
基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積み

重ね 
４時間 

 

第３項 （略） 


